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2014年４月１日に消費税率が８％に引き上げられ

たが、同日、領収書やレシートに貼る収入印紙も見

直され、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された

受取金額が非課税となるのは、改正前の３万円未満

から「５万円未満」に引き上げられた。

つまり、飲食店などの領収書の記載金額が「３万円

以上５万円未満」のケースで、見直しを知らずに収

入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎ

たことになってしまう。

こうした印紙税の納付が必要のない文書に誤って収

入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に払い過ぎ（過

誤納）となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができる。消費税法の規

定により還付の対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、又は

課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などに限られている。

したがって、印紙により納付することになっている登録免許税や訴訟費用などを納付するための文書に印紙を貼り付けたものは、

印紙税の還付を受けることができない。こうしたケースでは、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、

その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合、郵便局において所定の交換手数料を支

払い、他の収入印紙と交換する「交換制度」がある。

収入印紙の過誤納による印紙税の還付　
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税理士の

領収書やレシートなど「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」の金額が５万円以上であれば、原則、印紙

を貼らなければいけません。しかし、受取金額が５万円以上でも非課税となる場合があります。たとえば、領

収書に「販売代金49,000円、消費税額等3,920円、合計52,920円」と記載されている場合です。ここでのポイント

は税込価格と税抜価格が記載されているなど消費税額等が明らかに区分されていることです。

200円の印紙であっても、積み重なれば決して少ない金額ではありません。経費削減の一環として、一度、領

収書等の記載方法を見直してみてはいかがでしょうか。
堺事業部　小畑直子



平成27年度の新入社員は「消せるボールペン型」

公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」より平成27年度の新入社員のタイプが発表されました。今年のタイプは「消せ

るボールペン型」ということです。

2001年に発売された消せるボールペンは文房具界に一大センセーションを起こし、いまやビジネスの世界においてもなくてはならな

い文房具の一つとなっています。ただ、このボールペンは一目見ただけでは、その機能はわかりません。新入社員も見た目だけでは、

その能力はわからないもの。見かけだけで判断せず、彼らの本当の能力に目を向けてあげてください。

消せるボールペンは「消せること」が最も特徴的な機能です。今年の新入社員は、現役生であれば東日本大震災の直後に大学に入学

しており、想定外の状況に置かれる中で、さまざまな状況に変化してきた世代です。こうした変化に対して柔軟に対応できる能力を

持った新入社員たちには、若いうちに何度でもやり直せるように、のびのびとチャレンジさせていくことが今後の成長へとつながっ

ていくでしょう。

ただ、この消せる機能は使い勝手がいいばっかりに、ついつい使い過ぎてしまうきらいがあります。熱を与え過ぎてしまうと、個

性という色が消えてしまいますし、酷使するとインク切れを起こしてしまう危険性もあります。必要以上に気を遣う必要はありませ

んが、こうしたところに配慮が必要です。

物事に対して柔軟に対応できるというのは優れた能力です。上手に使うことで、仕事の幅が広がるだけではなく、流れの早い現代

において、会社にとってなくてはならない存在になっていくことでしょう。

社労士の

現在、新卒、中途にかかわらず、採用市場は「超売り手市場」といわれています。人を選んで採用しにくいどこ

ろか、応募者を全員採用したとしても、予定採用数に満たないという現象も珍しくはありません。時代の流れ

と共に求職者の性質や動向が変わっていくように、企業側の採用コンセプトや、採用後の教育制度なども柔軟

に変えていく必要があります。

従業員は文房具のように、気に入らないからといってすぐに変えることはできません。その人の能力を生かせ

るように、上手く使うのも採用した側の務めです。近年の採用市場は、求職者の能力や経験だけではなく、企

業側の人を使う力も試されているといえるでしょう。

社会保険労務士

山口征司

使い過ぎには注意も必要
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